
『公民館で市立図書館の資料を貸出・返却できる』サービスについて 

  

 

このサービスは、市立図書館に来館することが難しい市民の方へのサービスです。公民館と市立図

書館での貸出・返却サービスを併用することはできません。（但し、公民館図書室所蔵の資料につい

ては除く。）          

 サービスのご利用を希望される方は、次の内容を御確認の上、図書館までご連絡ください。  

 （電話：０４６３－９２－３５００） 

 

１．サービス内容 

市立図書館でお借りになりたい本、雑誌、ＣＤ等（以下、「資料」とする。）を、お住まいの地区の

公民館で貸出いたします。 

貸出期間：原則２週間／図書資料２０冊／ＣＤ６点  

 

２．利用可能日・時間 （詳細な休館日等については、事前に各施設にお問い合わせください。） 

 【本の予約、検索等について】  

伊勢原市立図書館の開館日・開館時間内になります。 

火～金（祝日を除く）午前９時～午後７時 

土・日・祝日 午前９時～午後５時 

伊勢原市立図書館 0463-92-3500 

 

 【本の受取り・返却について】 

   各公民館の開館日・開館時間内になります。（※中央公民館は開館している月曜日は対応します） 

火～日（祝日を除く）午前９時～午後５時 

中央公民館 0463-93-7500 

大山公民館 0463-93-5708 

高部屋公民館 0463-94-3857 

比々多公民館 0463-92-6961 

成瀬公民館 0463-95-1096 

大田公民館 0463-95-4375 

伊勢原南公民館 0463-92-1210 

 

 

 



３．利用対象 

伊勢原市に住民登録があり、市立図書館で利用者登録を行っている方で、市立図書館へ来館して

資料を借りたり、返したりすることが困難な方。 

 

４．サービスの利用開始・停止について 

 １）サービスの利用開始について                

・サービスを希望される方は、事前に図書館へお申し出いただき、手続きを行ってください。

手続きは、電話で行うことができます。 

    ・サービス開始からは、市立図書館へ来館しての資料の貸出は行えませんのでご注意ください。 

                      

２）サービスの利用停止について 

・サービスを停止する場合も、必ず市立図書館へお申し出いただき、手続きを行ってください。

手続きは、電話で行うことができます。 

 

５．利用ルール 

 １）このサービスを受けている間は、市立図書館へ来館しての資料の貸出や返却は行えませんので

ご注意ください。市立図書館へ来館しての利用を希望される場合には、サービスの停止を行っ

てください。 

 

 ２）市立図書館からの資料の受取り・返却は、お住まいの地区にある公民館に限ります。 

  

６．利用方法 

 １）貸出について 

   ①お借りになりたい資料については、図書館ホームページの WebOpac にてタイトルや著者名、

キーワードなどにより検索することができます。または、図書館へお電話いただければスタ

ッフがお調べいたします。 

 

   ②お借りになりたい資料については、図書館へお電話にてご予約ください。資料のご用意まで

の時間は、在庫のもの、貸出中のもの、当館に所蔵がないもの等、それぞれ異なります。お時

間のかかるものもございますのでご了承ください。ご用意できましたら、公民館への配送日

をお電話にてご連絡いたします。 

                         

   ③公民館への配送日は、原則、資料がご用意できた日から一番近い火曜日の午後になります。そ

の日から、次の火曜日までにお借りになっていない場合には、取消しとなりますのでご注意

ください。 

 

   ④公民館へ図書館資料を取りに行くときには、必ず図書館利用者カードをお持ちください。資

料貸出には、利用者カードの番号が必要です。 



   ⑤資料は、公民館職員に声をかけ、お受け取りください。その際、貸出票にご自分の図書館利用

者カード番号と貸出日をご記入いただき、票は職員へお渡しください。（お借りになる資料の

バーコード番号は予めこちらで記入いたします。） 

 

⑥資料は、お借りになった日から２週間利用できます。 

 

⑦資料の貸出期間の延長を希望される場合には、貸出期間中にお電話にて図書館へご連絡くだ

さい。資料に予約がなく、他館から借受けしているものでなければ、ご連絡いただいた日から

一度だけ２週間延長することができます。貸出期間を過ぎている場合には、延長は行えません

のでご注意ください。 

 

２）返却について 

   ①貸出期限までに公民館にある図書返却ＢＯＸへ入れてください。市立図書館の窓口やその他

の返却ポスト等へは返さないでください。 

   ②貸出期限が過ぎても返却がない場合や、貸出時に認められなかった汚損や破損がある場合に 

は、図書館から問合せのご連絡を行う場合があります。 

 

７．その他 

   サービスについてなど、ご相談・ご説明を必要とされる方は、伊勢原市立図書館までご連絡く 

ださい。 

     

  

 


